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保
護
者
負
担
の
改
定

は
、
小
中
学
校
の
代
表
四

名
、保
護
者
の
代
表
二
名
、

そ
の
他
八
名
で
組
織
す
る

学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
運
営

委
員
会
に
て
昨
年
六
月
に

問
題
提
起
さ
れ
、
そ
の
後

慎
重
に
協
議
を
重
ね
た
結

果
、
改
定
を
決
定
し
た
も

の
で
あ
る
。

　
香
美
市
立
学
校
給
食
セ

ン
タ
ー
の
管
理
運
営
に
関

す
る
規
則
で
は
、
施
設
設

備
費
・
人
件
費
は
市
が
負

担
し
、
材
料
費
・
光
熱
水

費
は
保
護
者
が
負
担
す
る

と
学
校
給
食
法
に
基
づ
い

て
規
定
し
て
い
る
。た
だ

し
、本
市
で
は
、光
熱
水
費

（
約
千
五
百
万
円
）に
つ
い

て
も
市
が
負
担
し
て
お

り
、
保
護
者
の
負
担
は
材

料
費
（
食
材
）
の
み
で
あ

る
。

　
改
定
が
必
要
と
な
っ
た

理
由
は
、
原
油
高
に
関
連

し
た
食
材
が
次
々
と
値
上

げ
さ
れ
た
こ
と
や
、
安
価

な
中
国
産
の
食
材
を
使
用

し
な
く
な
っ
た
こ
と
等
か

ら
、二
十
年
度
末
に
は
、七

百
万
円
程
度
の
不
足
が
予

想
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
の
保

護
者
負
担
額
で
は
い
ず
れ

給
食
業
務
の
維
持
が
で
き

な
く
な
る
こ
と
か
ら
で
あ

る
。

　
改
定
額
は
、
一
食
単
価

を
二
十
円
値
上
げ
し
、
小

学
校
二
百
六
十
五
円
、
中

学
校
二
百
九
十
円
と
し
て

い
る
。値
上
げ
の
根
拠
は
、

一
昨
年
か
ら
の
食
材
高
騰

に
対
し
て
十
円
、
今
後
予

想
さ
れ
る
値
上
が
り
に
対

し
て
十
円
で
あ
る
。ま
た
、

給
食
セ
ン
タ
ー
で
は
、
食

材
費
の
高
騰
に
対
応
す
る

た
め
、
価
格
の
安
い
地
元

や
県
内
産
を
使
用
し
、
基

準
の
栄
養
価
を
満
た
し
つ

つ
低
い
単
価
で
提
供
で
き

る
メ
ニ
ュ
ー
を
工
夫
し
懸

命
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

　
確
か
に
、
修
正
動
議
の

よ
う
に
基
金
を
取
り
崩
し

食
材
費
に
充
当
す
れ
ば
、

給
食
費
を
据
え
置
く
こ
と

が
で
き
る
し
、
給
食
セ
ン

タ
ー
の
職
員
も
苦
労
す
る

こ
と
は
な
い
。し
か
し
、学

校
給
食
に
限
ら
ず
そ
の
よ

う
な
政
策
を
実
施
す
る

と
、基
金
は
底
を
つ
き
、財

政
は
行
き
詰
ま
り
、
最
終

的
に
は
市
民
負
担
の
大
幅

増
か
事
業
の
廃
止
に
至
る

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

本
年
度
当
初
予
算
に
は
、

市
の
負
担
分
と
し
て
約
一

億
七
千
万
円
を
学
校
給
食

費
に
計
上
し
て
い
る
。保

護
者
負
担
は
一
食
二
十
円

の
増
で
あ
る
が
、
給
食

サ
ー
ビ
ス
を
将
来
に
わ

た
っ
て
維
持
す
る
た
め

に
、
ご
理
解
い
た
だ
け
る

も
の
と
考
え
る
。

　
平
成
二
十
一
年
度
当
初

予
算
は
、
財
政
健
全
化
法

や
住
民
税
等
が
減
収
に
な

る
こ
と
か
ら
、
本
市
の
厳

し
い
財
政
状
況
を
勘
案
し

従
来
に
増
し
た
堅
実
な
財

政
運
営
の
意
思
と
、
財
政

健
全
化
に
向
け
た
苦
労
が

伺
え
る
。

　
し
か
し
、
資
材
や
食
材

費
が
高
騰
し
た
こ
と
を
理

由
に
、
学
校
給
食
の
保
護

者
負
担
増
を
見
込
ん
だ
予

算
は
承
認
で
き
な
い
。な

ぜ
な
ら
、
学
校
給
食
の
委

託
費
が
、
前
年
度
よ
り
五

百
万
円
ほ
ど
増
額
し
て
い

る
点
で
あ
る
。平
成
十
二

年
に
土
佐
山
田
町
の
学
校

給
食
の
委
託
が
始
ま
っ
て

か
ら
、
実
に
約
八
百
四
十

万
円
の
値
上
げ
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
一
業
者
の
言

う
が
ま
ま
委
託
費
を
増
大

さ
せ
、
歳
出
を
抑
制
す
る

努
力
は
行
わ
ず
、
一
方
で

保
護
者
か
ら
新
た
に
徴
収

す
る
な
ど
認
め
ら
れ
な
い
。

　
学
校
給
食
法
第
二
条
に

は
「
日
常
生
活
に
お
け
る

食
事
に
つ
い
て
の
正
し
い

理
解
と
望
ま
し
い
習
慣
を

養
う
」「
食
料
の
生
産
、
配

分
お
よ
び
消
費
に
つ
い
て

正
し
い
理
解
に
導
く
こ

と
」
と
あ
る
よ
う
に
教
育

と
し
て
明
確
に
位
置
づ
け

さ
れ
て
い
る
。協
議
で
は

こ
の
観
点
が
抜
け
て
い
る
。

ま
た
、
子
ど
も
た
ち
の
学

校
給
食
を
守
る
た
め
に
他

の
自
治
体
で
は
一
般
会
計

か
ら
補
填
す
る
な
ど
し
て

保
護
者
の
負
担
を
避
け
る

方
向
で
い
っ
て
い
る
。

　
給
食
費
の
保
護
者
負
担

を
引
き
上
げ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
さ
ら
に
滞
納
世

帯
が
増
え
る
の
で
は
な
い

か
と
の
懸
念
が
あ
る
こ
と

や
、
二
十
一
年
単
年
度
で

使
え
る
『
地
域
活
性
化
・

生
活
対
策
臨
時
公
金
』
を

充
て
る
な
ど
の
方
法
は
考

慮
さ
れ
な
か
っ
た
の
か
。

　
い
ず
れ
に
し
て
も
、
食

材
の
高
騰
な
ど
の
影
響
を

安
易
に
学
校
給
食
費
に
し

わ
寄
せ
す
る
や
り
方
は
、

困
窮
世
帯
の
増
え
る
中
で

子
育
て
支
援
策
に
も
逆
行

す
る
も
の
で
あ
る
。

　
平
成
二
十
一
年
度
予
算

は
、
歳
入
不
足
を
補
う
た

め
の
財
政
調
整
基
金
繰
り

入
れ
は
計
上
し
な
い
と
し

て
い
る
が
、
保
護
者
の
負

担
増
を
避
け
る
た
め
、
予

算
を
組
み
替
え
ら
れ
る
よ

う
提
案
す
る
と
共
に
修
正

案
に
賛
成
の
意
を
表
明
す

る
。

　議
案
第
一
号

　一
般
会
計
予
算
に
対
す
る

修
生
動
議
が
山
崎
龍
太
郎
議
員
よ
り
提
出
さ

れ
た
。
修
正
内
容
は
、
学
校
給
食
費
の
保
護

者
負
担
分
を
二
十
年
度
並
に
据
え
置
く
よ

う
、
基
金
を
取
り
崩
し
て
充
当
す
る
も
の
で

あ
る
。 修

正
動
議
を
提
出

修
正
動
議
を
提
出

反
対
討
論

小
松
紀
夫
議
員

賛
成
討
論

大
岸
真
弓
議
員

意見書を提出します
　3月定例会には、5件の意見書案が提案され、質疑討論の後、3件の意見書案が
採択されました。採択された意見書は衆・参両院議長や内閣総理大臣等に提出され
ます。

乳幼児医療費助成制度を国の制度として
創設するよう求める意見書

　我が国は少子高齢化が進み、特に「少子化」の問題は危機的な状況になっています。
合計特殊出生率は年々低下し、人口を維持するのに必要な 2.08 人を大きく下回って
います。
　少子化の背景の一つには、「子育てにはお金がかかりすぎる」ということがありま
す。雇用形態の悪化に伴う経済的不安や公的保育体制の不備、子どもの医療費負担な
ど、子どもを生み育てていく上で重大な障害となっています。

　このような中、子育てを支援していく制度の１つとして、全国すべての自治体で実
施されている「乳幼児医療費助成制度」は、若い子育て世代への大きな励ましとなっ
ています。近年は、さらに対象年齢を引き上げるなど、施策の充実に取り組んでいる
自治体も増えてきています。
　しかし、その一方で、それぞれの自治体の財政状況等により、地域間の格差が拡大
しています。子どもは、日本のどこに生まれ、どこに住んでいても、ひとしく大切に育
てられるべきであり、そのような子育て環境を整備することは国の責務のはずです
が、国は乳幼児医療に一切の助成を行っていません。
　よって、国におかれては、乳幼児医療助成制度を国の制度として速やかに創設され
るよう強く要望します。

◎他に提出される意見書
・地方の道路整備の着実な推進を求める意見書
・日本も農業を守るためにWTO議長案を拒否するよう求める意見書

　質
疑
・
討
論
の
後
、

採
決
の
結
果
、
賛
成

少
数
に
て
修
正
動
議

は
否
決
さ
れ
た
。
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保
護
者
負
担
の
改
定

は
、
小
中
学
校
の
代
表
四

名
、保
護
者
の
代
表
二
名
、

そ
の
他
八
名
で
組
織
す
る

学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
運
営

委
員
会
に
て
昨
年
六
月
に

問
題
提
起
さ
れ
、
そ
の
後

慎
重
に
協
議
を
重
ね
た
結

果
、
改
定
を
決
定
し
た
も

の
で
あ
る
。

　
香
美
市
立
学
校
給
食
セ

ン
タ
ー
の
管
理
運
営
に
関

す
る
規
則
で
は
、
施
設
設

備
費
・
人
件
費
は
市
が
負

担
し
、
材
料
費
・
光
熱
水

費
は
保
護
者
が
負
担
す
る

と
学
校
給
食
法
に
基
づ
い

て
規
定
し
て
い
る
。た
だ

し
、本
市
で
は
、光
熱
水
費

（
約
千
五
百
万
円
）に
つ
い

て
も
市
が
負
担
し
て
お

り
、
保
護
者
の
負
担
は
材

料
費
（
食
材
）
の
み
で
あ

る
。

　
改
定
が
必
要
と
な
っ
た

理
由
は
、
原
油
高
に
関
連

し
た
食
材
が
次
々
と
値
上

げ
さ
れ
た
こ
と
や
、
安
価

な
中
国
産
の
食
材
を
使
用

し
な
く
な
っ
た
こ
と
等
か

ら
、二
十
年
度
末
に
は
、七

百
万
円
程
度
の
不
足
が
予

想
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
の
保

護
者
負
担
額
で
は
い
ず
れ

給
食
業
務
の
維
持
が
で
き

な
く
な
る
こ
と
か
ら
で
あ

る
。

　
改
定
額
は
、
一
食
単
価

を
二
十
円
値
上
げ
し
、
小

学
校
二
百
六
十
五
円
、
中

学
校
二
百
九
十
円
と
し
て

い
る
。値
上
げ
の
根
拠
は
、

一
昨
年
か
ら
の
食
材
高
騰

に
対
し
て
十
円
、
今
後
予

想
さ
れ
る
値
上
が
り
に
対

し
て
十
円
で
あ
る
。ま
た
、

給
食
セ
ン
タ
ー
で
は
、
食

材
費
の
高
騰
に
対
応
す
る

た
め
、
価
格
の
安
い
地
元

や
県
内
産
を
使
用
し
、
基

準
の
栄
養
価
を
満
た
し
つ

つ
低
い
単
価
で
提
供
で
き

る
メ
ニ
ュ
ー
を
工
夫
し
懸

命
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

　
確
か
に
、
修
正
動
議
の

よ
う
に
基
金
を
取
り
崩
し

食
材
費
に
充
当
す
れ
ば
、

給
食
費
を
据
え
置
く
こ
と

が
で
き
る
し
、
給
食
セ
ン

タ
ー
の
職
員
も
苦
労
す
る

こ
と
は
な
い
。し
か
し
、学

校
給
食
に
限
ら
ず
そ
の
よ

う
な
政
策
を
実
施
す
る

と
、基
金
は
底
を
つ
き
、財

政
は
行
き
詰
ま
り
、
最
終

的
に
は
市
民
負
担
の
大
幅

増
か
事
業
の
廃
止
に
至
る

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

本
年
度
当
初
予
算
に
は
、

市
の
負
担
分
と
し
て
約
一

億
七
千
万
円
を
学
校
給
食

費
に
計
上
し
て
い
る
。保

護
者
負
担
は
一
食
二
十
円

の
増
で
あ
る
が
、
給
食

サ
ー
ビ
ス
を
将
来
に
わ

た
っ
て
維
持
す
る
た
め

に
、
ご
理
解
い
た
だ
け
る

も
の
と
考
え
る
。

　
平
成
二
十
一
年
度
当
初

予
算
は
、
財
政
健
全
化
法

や
住
民
税
等
が
減
収
に
な

る
こ
と
か
ら
、
本
市
の
厳

し
い
財
政
状
況
を
勘
案
し

従
来
に
増
し
た
堅
実
な
財

政
運
営
の
意
思
と
、
財
政

健
全
化
に
向
け
た
苦
労
が

伺
え
る
。

　
し
か
し
、
資
材
や
食
材

費
が
高
騰
し
た
こ
と
を
理

由
に
、
学
校
給
食
の
保
護

者
負
担
増
を
見
込
ん
だ
予

算
は
承
認
で
き
な
い
。な

ぜ
な
ら
、
学
校
給
食
の
委

託
費
が
、
前
年
度
よ
り
五

百
万
円
ほ
ど
増
額
し
て
い

る
点
で
あ
る
。平
成
十
二

年
に
土
佐
山
田
町
の
学
校

給
食
の
委
託
が
始
ま
っ
て

か
ら
、
実
に
約
八
百
四
十

万
円
の
値
上
げ
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
一
業
者
の
言

う
が
ま
ま
委
託
費
を
増
大

さ
せ
、
歳
出
を
抑
制
す
る

努
力
は
行
わ
ず
、
一
方
で

保
護
者
か
ら
新
た
に
徴
収

す
る
な
ど
認
め
ら
れ
な
い
。

　
学
校
給
食
法
第
二
条
に

は
「
日
常
生
活
に
お
け
る

食
事
に
つ
い
て
の
正
し
い

理
解
と
望
ま
し
い
習
慣
を

養
う
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食
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の
生
産
、
配
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お
よ
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消
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に
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い
て
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い
理
解
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こ

と
」
と
あ
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よ
う
に
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と
し
て
明
確
に
位
置
づ
け

さ
れ
て
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で
は

こ
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。

ま
た
、
子
ど
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た
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の
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を
守
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た
め
に
他

の
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体
で
は
一
般
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か
ら
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す
る
な
ど
し
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保
護
者
の
負
担
を
避
け
る

方
向
で
い
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て
い
る
。

　
給
食
費
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保
護
者
負
担

を
引
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上
げ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
さ
ら
に
滞
納
世

帯
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増
え
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の
で
は
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い

か
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懸
念
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こ
と

や
、
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単
年
度
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え
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『
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域
活
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化
・

生
活
対
策
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公
金
』
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て
る
な
ど
の
方
法
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れ
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か
っ
た
の
か
。
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ず
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に
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て
も
、
食
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高
騰
な
ど
の
影
響
を

安
易
に
学
校
給
食
費
に
し

わ
寄
せ
す
る
や
り
方
は
、

困
窮
世
帯
の
増
え
る
中
で

子
育
て
支
援
策
に
も
逆
行

す
る
も
の
で
あ
る
。

　
平
成
二
十
一
年
度
予
算

は
、
歳
入
不
足
を
補
う
た

め
の
財
政
調
整
基
金
繰
り

入
れ
は
計
上
し
な
い
と
し

て
い
る
が
、
保
護
者
の
負

担
増
を
避
け
る
た
め
、
予

算
を
組
み
替
え
ら
れ
る
よ

う
提
案
す
る
と
共
に
修
正
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意見書を提出します
　3月定例会には、5件の意見書案が提案され、質疑討論の後、3件の意見書案が
採択されました。採択された意見書は衆・参両院議長や内閣総理大臣等に提出され
ます。

乳幼児医療費助成制度を国の制度として
創設するよう求める意見書

　我が国は少子高齢化が進み、特に「少子化」の問題は危機的な状況になっています。
合計特殊出生率は年々低下し、人口を維持するのに必要な 2.08 人を大きく下回って
います。
　少子化の背景の一つには、「子育てにはお金がかかりすぎる」ということがありま
す。雇用形態の悪化に伴う経済的不安や公的保育体制の不備、子どもの医療費負担な
ど、子どもを生み育てていく上で重大な障害となっています。

　このような中、子育てを支援していく制度の１つとして、全国すべての自治体で実
施されている「乳幼児医療費助成制度」は、若い子育て世代への大きな励ましとなっ
ています。近年は、さらに対象年齢を引き上げるなど、施策の充実に取り組んでいる
自治体も増えてきています。
　しかし、その一方で、それぞれの自治体の財政状況等により、地域間の格差が拡大
しています。子どもは、日本のどこに生まれ、どこに住んでいても、ひとしく大切に育
てられるべきであり、そのような子育て環境を整備することは国の責務のはずです
が、国は乳幼児医療に一切の助成を行っていません。
　よって、国におかれては、乳幼児医療助成制度を国の制度として速やかに創設され
るよう強く要望します。

◎他に提出される意見書
・地方の道路整備の着実な推進を求める意見書
・日本も農業を守るためにWTO議長案を拒否するよう求める意見書
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